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◎

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
修
正
部
分
）

修

正

後

修

正

前

第
一
条

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号

第
一
条

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
国
民
年
金

附
則
第
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
国
民
年
金

法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
等
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同

法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
等
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同

条
第
一
項
中
「
国
民
年
金
法
に
よ
る
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

条
第
一
項
中
「
国
民
年
金
法
に
よ
る
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
け
る
国
民
年
金
法
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

お
け
る
国
民
年
金
法
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
国
民
年
金
法
に
よ
る
年

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
国
民
年
金
法
に
よ
る
年

金
た
る
給
付
等
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

金
た
る
給
付
等
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
七
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

第
七
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消

の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消

費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
条

費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
条

の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ

の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ

た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌

た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌

年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ

年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ

た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇

た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇

・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
七

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
七

条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇

条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
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を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は

（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て

、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定

政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、

、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当

「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
を
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（

該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ

総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価

る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す

指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行

る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平

わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を

成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の

下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八

当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に

（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率

お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る

）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定

率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率

率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号

」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一

）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率

改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定

と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四

の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九

月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き

九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お

は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率

の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率

」
と
す
る
。

附
則
第
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第

附
則
第
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し

一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し

、
同
条
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
平
成

、
同
条
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
平
成

二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第

二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経

則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経

過
措
置
の
特
例
）

過
措
置
の
特
例
）
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第
八
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

第
八
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
「
次
項
に
お

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
「
次
項
に
お

い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
に
お
い
て

い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
に
お
い
て

」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
下
欄
中
「
額
に
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作

」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
下
欄
中
「
額
に
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作

成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）

成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）

が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直

が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直

近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場

近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に

よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た

よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た

比
率
」
と
あ
る
の
は
「
額
に
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金

比
率
」
と
あ
る
の
は
「
額
に
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の

定
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の

基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が

基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九

一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ

二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い

の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に

て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の

当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七

改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」

八
を
」
と
、
「
四
十
一
万
五
千
八
百
円
に
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作

と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」
と
、
「
四
十
一
万

成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）

五
千
八
百
円
に
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消

が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直

費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項

近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場

の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に

た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌

よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た

年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ

比
率
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
一
万
五
千
八
百
円
に
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の

た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
四

改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

十
一
万
五
千
八
百
円
に
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等

四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
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る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得

よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の

た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度

改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇

の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た

・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合

と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ

る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め

る
率
」
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

附
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
「
を

附
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
「
を

下
回
る
」
を
「
以
下
と
な
る
」
に
改
め
、
「
次
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
、

下
回
る
」
を
「
以
下
と
な
る
」
に
改
め
、
「
次
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
、

「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
間
は
」
を
加
え
、
同
項
第

「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
間
は
」
を
加
え
、
同
項
第

二
号
中
「
附
則
第
七
条
」
を
「
附
則
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

二
号
中
「
附
則
第
七
条
」
を
「
附
則
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
附
則
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第

た
附
則
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第

二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
改
定
率
の
改
定
の
特
例
）

（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
改
定
率
の
改
定
の
特
例
）

第
十
二
条
の
二

平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
、
受
給
権
者
の
う
ち
、
第
一
号
に

第
十
二
条
の
二

平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
、
受
給
権
者
の
う
ち
、
第
一
号
に

掲
げ
る
額
が
第
二
号
に
掲
げ
る
額
以
下
と
な
る
区
分
に
属
す
る
も
の
に
適
用
さ

掲
げ
る
額
が
第
二
号
に
掲
げ
る
額
以
下
と
な
る
区
分
に
属
す
る
も
の
に
適
用
さ

れ
る
改
定
率
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年

れ
る
改
定
率
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年

金
法
第
二
十
七
条
の
四
及
び
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

金
法
第
二
十
七
条
の
四
及
び
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金

一

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金

法
第
二
十
七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額
（
同
法
第
二
十
七
条

法
第
二
十
七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額
（
同
法
第
二
十
七
条

の
四
及
び
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
て
改
定
し
た

の
四
及
び
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
て
改
定
し
た

改
定
率
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。
）

改
定
率
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。
）

二

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
附
則
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

二

平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
附
則
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の
効
力
を
有

ら
れ
た
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
第
二
十

す
る
も
の
と
さ
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
第
二
十

七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額

七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額
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２

受
給
権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

２

受
給
権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

額
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
上
回
り
、
か
つ
、
調
整
率
が
同
項
第
一
号
に

額
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
上
回
り
、
か
つ
、
調
整
率
が
同
項
第
一
号
に

掲
げ
る
額
に
対
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
比
率
を
下
回
る
区
分
に
属
す

掲
げ
る
額
に
対
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
比
率
を
下
回
る
区
分
に
属
す

る
も
の
に
適
用
さ
れ
る
改
定
率
の
改
定
に
対
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

る
も
の
に
適
用
さ
れ
る
改
定
率
の
改
定
に
対
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
の
四
及
び
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に

後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
の
四
及
び
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
比
率
を
調
整
率
と
み
な
す
。

つ
い
て
は
、
当
該
比
率
を
調
整
率
と
み
な
す
。

（
略
）

（
略
）

附
則
第
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十

附
則
第
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十

五
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五

五
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五

年
度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五

年
度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五

年
度
に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行

年
度
に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行

の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
第
四
条
第
一
項
の

の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も

規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も

の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

（
略
）

（
略
）

附
則
第
二
十
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
厚
生

附
則
第
二
十
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
厚
生

年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」

年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」

を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度

を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ

る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
二
十
七
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け

第
二
十
七
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第

二
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全

二
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
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国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ

国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ

の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行

の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行

わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行

の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行

わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は

わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は

「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民

年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る

年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る

率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る

率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定

て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で

年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ

定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
を
」
と
、

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・

「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指

九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省

数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ

に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」

る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年

と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た

）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以

と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る

降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、

に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の

当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（

条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ

当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六

の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国

年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七

民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一

条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を

を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は

い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ

、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定

つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、

下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
条

「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指

の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該

数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ

政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
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る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年

均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五

）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以

年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改

降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、

定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て

当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（

は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改

当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六

定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ

年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七

る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇

正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は

の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準

、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定

と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
す

を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は

る
。

、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
す

る
。

附
則
第
二
十
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八

附
則
第
二
十
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
」

」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
」

を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七

を
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七

十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す

則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す

る
経
過
措
置
の
特
例
）

る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
二
十
八
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け

第
二
十
八
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
「
次
項

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
「
次
項

に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
に
お

に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
に
お

い
て
」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作

い
て
」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
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成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）

成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）

が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直

が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直

近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場

近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に

よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た

よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た

比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等

比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の

よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の

改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め

改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇

る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七

・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合

八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の

に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ

率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇

る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め

・
九
七
八
を
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の

る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」
と
、
「
〇

全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（

・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（

こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が

以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率

行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の

そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が

物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、

行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の

〇
・
九
八
八
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該

は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国

年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な

律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に

る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回

規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
条
の
規

成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令

定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令

で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇

で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の

・
九
八
一
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改

全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（

定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
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こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が

い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い

行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き

そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が

は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至

行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の

つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の

は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国

下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年

民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の

る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規

。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て

定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令

は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回

で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の
規

定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令

で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

附
則
第
二
十
九
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七

附
則
第
二
十
九
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
」

」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
」

を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八

を
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八

十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す

則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す

る
経
過
措
置
の
特
例
）

る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
二
十
九
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け

第
二
十
九
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
「
次
項

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
「
次
項

に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
に
お

に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
に
お

い
て
」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
ニ
於
テ
作
成

い
て
」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
ニ
於
テ
作
成
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ス
ル
年
平
均
ノ
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
ト
称
ス
）
ガ
平

ス
ル
年
平
均
ノ
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
ト
称
ス
）
ガ
平

成
十
五
年
（
此
ノ
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
率
ノ
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
近
ノ

成
十
五
年
（
此
ノ
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
率
ノ
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
近
ノ

当
該
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
年
ノ
前
年
）
ノ
物
価
指
数
ヲ
下
ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合

当
該
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
年
ノ
前
年
）
ノ
物
価
指
数
ヲ
下
ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合

ニ
於
テ
ハ
其
ノ
翌
年
ノ
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
此
ノ
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
率

ニ
於
テ
ハ
其
ノ
翌
年
ノ
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
此
ノ
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
率

ノ
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
改
定
後
ノ
率
）
ニ
其
ノ
低
下
シ
タ
ル
比
率

ノ
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
改
定
後
ノ
率
）
ニ
其
ノ
低
下
シ
タ
ル
比
率

」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
ノ
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一

」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
ノ
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

改
正
後
ノ
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
ニ
規
定
ス
ル
改
定
率
ヲ
謂
フ
）
ノ
改
定
ノ

改
正
後
ノ
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
ニ
規
定
ス
ル
改
定
率
ヲ
謂
フ
）
ノ
改
定
ノ

基
準
ト
ナ
ル
率
ニ
〇
・
九
九
〇
ヲ
乗
ジ
テ
得
タ
ル
率
ト
シ
テ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム

基
準
ト
ナ
ル
率
ニ
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
ニ
在
リ
テ
ハ
〇
・
九
九
二

ル
率
ガ
一
ヲ
下
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
当
該
年
度
ノ
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
此

）
ヲ
乗
ジ
テ
得
タ
ル
率
ト
シ
テ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
率
ガ
一
ヲ
下
ル
場
合
ニ
於

ノ
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
率
ノ
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
改
定
後
ノ
率
）
ニ

テ
ハ
当
該
年
度
ノ
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
此
ノ
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
率
ノ
改

当
該
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
ヲ
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・

定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
改
定
後
ノ
率
）
ニ
当
該
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
率

九
七
八
ヲ
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
ニ
於
テ
作
成
ス
ル
年
平
均
ノ
全
国

」
と
、
「
〇
・
九
八
八
ヲ
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
ヲ
」
と
、
「
〇
・
九

消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
ト
称
ス
）
ガ
平
成
十
五
年
（
此
ノ
条

八
八
（
総
務
省
ニ
於
テ
作
成
ス
ル
年
平
均
ノ
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「

ノ
規
定
ニ
依
ル
率
ノ
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
近
ノ
当
該
改
定
ガ
行
ハ
レ

物
価
指
数
」
ト
称
ス
）
ガ
平
成
十
五
年
（
此
ノ
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
率
ノ
改
定
ガ

タ
ル
年
ノ
前
年
）
ノ
物
価
指
数
ヲ
下
ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
翌
年

行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
近
ノ
当
該
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
年
ノ
前
年
）
ノ
物
価
指

ノ
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
此
ノ
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
率
ノ
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ

数
ヲ
下
ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
翌
年
ノ
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八

ル
ト
キ
ハ
当
該
改
定
後
ノ
率
）
ニ
其
ノ
低
下
シ
タ
ル
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇

（
此
ノ
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
率
ノ
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
改
定
後
ノ
率

・
九
七
八
（
当
該
年
度
ノ
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

）
ニ
其
ノ
低
下
シ
タ
ル
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
ノ
改

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正
後
ノ
国
民
年
金

定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四

法
第
二
十
七
条
ニ
規
定
ス
ル
改
定
率
ヲ
謂
フ
）
ノ
改
定
ノ
基
準
ト
ナ
ル
率
ニ
〇

号
）
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正
後
ノ
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
ニ
規
定
ス
ル

・
九
九
〇
ヲ
乗
ジ
テ
得
タ
ル
率
ト
シ
テ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
率
ガ
一
ヲ
下
ル
場

改
定
率
ヲ
謂
フ
）
ノ
改
定
ノ
基
準
ト
ナ
ル
率
ニ
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年

合
ニ
於
テ
ハ
当
該
年
度
ノ
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
此
ノ
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

度
ニ
在
リ
テ
ハ
〇
・
九
九
二
）
ヲ
乗
ジ
テ
得
タ
ル
率
ト
シ
テ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム

率
ノ
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
改
定
後
ノ
率
）
ニ
当
該
政
令
ヲ
以
テ
定

ル
率
ガ
一
ヲ
下
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
当
該
年
度
ノ
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
此

ム
ル
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国

ノ
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
率
ノ
改
定
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
改
定
後
ノ
率
）
ニ

消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の

当
該
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
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項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ

す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が

れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近

翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ

の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「

に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ

〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比

律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年

率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の

金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場

る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改

合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定
に

定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・

よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定

九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に

め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
を
」
と
す
る

お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る

。

率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る

率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」
と
す
る
。

附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
「

附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
「

を
下
回
る
」
を
「
以
下
と
な
る
」
に
改
め
、
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第

を
下
回
る
」
を
「
以
下
と
な
る
」
に
改
め
、
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第

一
項
第
一
号
」
を
、
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
間
は

一
項
第
一
号
」
を
、
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
間
は

」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
二
十
七
条
」
を
「
附
則
第
二
十
七
条
の
二

」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
二
十
七
条
」
を
「
附
則
第
二
十
七
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

加
え
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
再
評
価
率
等
の
改
定
等
の
特
例
）

（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
再
評
価
率
等
の
改
定
等
の
特
例
）

第
三
十
一
条
の
二

平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
、
受
給
権
者
の
う
ち
、
第
一
号

第
三
十
一
条
の
二

平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
、
受
給
権
者
の
う
ち
、
第
一
号

に
掲
げ
る
指
数
が
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
以
下
と
な
る
区
分
に
属
す
る
も
の
に

に
掲
げ
る
指
数
が
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
以
下
と
な
る
区
分
に
属
す
る
も
の
に

適
用
さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に

適
用
さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四
十
三
条
の
五
の

よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四
十
三
条
の
五
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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一

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金

一

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金

保
険
法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平

保
険
法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平

成
十
二
年
改
正
法
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
（

成
十
二
年
改
正
法
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
（

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
三
条
の
四
及
び

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
三
条
の
四
及
び

第
四
十
三
条
の
五
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
て
改
定
し
、
又
は
設
定

第
四
十
三
条
の
五
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
て
改
定
し
、
又
は
設
定

し
た
再
評
価
率
又
は
従
前
額
改
定
率
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

し
た
再
評
価
率
又
は
従
前
額
改
定
率
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

）
の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
指

）
の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
指

数

数

二

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
附
則
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み

二

平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
附
則
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
附
則
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の

替
え
ら
れ
た
附
則
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成

十
二
年
改
正
法
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
水

十
二
年
改
正
法
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
水

準
を
表
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
指
数

準
を
表
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
指
数

２

受
給
権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

２

受
給
権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

指
数
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
を
上
回
り
、
か
つ
、
調
整
率
が
同
項
第
一

指
数
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
を
上
回
り
、
か
つ
、
調
整
率
が
同
項
第
一

号
に
掲
げ
る
指
数
に
対
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
の
比
率
を
下
回
る
区

号
に
掲
げ
る
指
数
に
対
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
の
比
率
を
下
回
る
区

分
に
属
す
る
も
の
に
適
用
さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
対
す
る
第

分
に
属
す
る
も
の
に
適
用
さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
対
す
る
第

七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四

七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四

十
三
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
比
率
を
調
整
率
と
み
な
す
。

十
三
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
比
率
を
調
整
率
と
み
な
す
。

附
則
第
三
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二

附
則
第
三
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二

十
五
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十

十
五
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十

五
年
度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十

五
年
度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十

五
年
度
に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発

五
年
度
に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発

行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行

行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行

に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

（
略
）

（
略
）
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附
則
第
五
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
移
行

附
則
第
五
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
移
行

農
林
共
済
年
金
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中

農
林
共
済
年
金
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中

「
移
行
農
林
共
済
年
金
（
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
移

「
移
行
農
林
共
済
年
金
（
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
移

行
農
林
共
済
年
金
（
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

行
農
林
共
済
年
金
（
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
移
行
農
林
共
済
年
金
の

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
移
行
農
林
共
済
年
金
の

額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
五
十
二
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け

第
五
十
二
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
「
次
項

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
「
次
項

に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
に
お

に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
に
お

い
て
」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作

い
て
」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作

成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）

成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）

が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直

が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直

近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場

近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に

よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た

よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た

比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等

比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の

よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の

改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め

改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇

る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七

・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合

八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の

に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ

率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇

る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め

・
九
七
八
を
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の

る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」
と
、
「
〇

全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（

・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（

こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が

以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率



- 14 -

行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の

そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が

物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
、

行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の

〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該

は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国

年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な

律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に

る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回

規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
号
の
規

成
二
十
五
年
度
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令

定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令

で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇

で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

・
九
八
一
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改

定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

附
則
第
五
十
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
移
行
農
林
年
金
の
額
の
計
算
に
関
す

附
則
第
五
十
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
移
行
農
林
年
金
の
額
の
計
算
に
関
す

る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
移
行
農
林
年
金
（
」
を
「
平
成
二

る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
移
行
農
林
年
金
（
」
を
「
平
成
二

十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
移
行
農
林
年
金
（
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に

十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
移
行
農
林
年
金
（
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
移
行
農
林
年
金
の
額
の

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
移
行
農
林
年
金
の
額
の

計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
五
十
三
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け

第
五
十
三
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第

二
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全

二
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全

国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ

国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ

の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行

の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行

わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行

の
翌
年
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行

わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は

わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
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「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民

年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る

年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る

率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る

率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定

て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で

年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ

定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
を
」
と
す

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・

る
。

九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」
と
す
る
。

附
則
第
五
十
四
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
特
例
障
害
農
林
年
金
等
の
額
の
計
算

附
則
第
五
十
四
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
特
例
障
害
農
林
年
金
等
の
額
の
計
算

に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
特
例
障
害
農
林
年
金
（
」

に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
特
例
障
害
農
林
年
金
（
」

を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
特
例
障
害
農
林
年
金
（
」
に
、

を
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
特
例
障
害
農
林
年
金
（
」
に
、

「
次
条
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

「
次
条
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

。

。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
特
例
障
害
農
林
年
金
等

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
特
例
障
害
農
林
年
金
等

の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
五
十
四
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け

第
五
十
四
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者

二
項
中
「
〇
・
九
八
八
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者

物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規

物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規

定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年

定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年

の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の

の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の

四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と

四
月
以
降
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と

き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九

き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九

七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第

成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
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二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・

二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・

九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お

九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率

い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
降
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率

と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四

の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率

月
以
降
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き

」
と
す
る
。

は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る

（
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る

た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
一
部
改
正

た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
一
部
改
正

）

）

第
二
条

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を

第
二
条

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を

図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成

図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
十
一
条
第
四
項
第
一
号
中
「
〇
・
九
七
一
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成

附
則
第
三
十
一
条
第
四
項
第
一
号
中
「
〇
・
九
七
一
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成

す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平

す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
平

成
十
五
年
の
物
価
指
数
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
下
回
る
年
の
翌
年
四

成
十
五
年
の
物
価
指
数
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
下
回
る
年
の
翌
年
四

月
か
ら
翌
々
年
三
月
ま
で
の
間
は
、
〇
・
九
七
一
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
を
乗
じ

月
か
ら
翌
々
年
三
月
ま
で
の
間
は
、
〇
・
九
七
一
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
を
乗
じ

て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
」
を
「
改
定
率
（
次
条
の
規
定
に
よ

て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
」
を
「
改
定
率
（
次
条
の
規
定
に
よ

り
設
定
し
た
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
次
条
第
三

り
設
定
し
た
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
次
条
第
三

項
」
を
「
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

項
」
を
「
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

る
。

第
三
十
一
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
改
定
率
は
、
〇
・
九
七
一
に
平

第
三
十
一
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
改
定
率
は
、
〇
・
九
七
一
に
平

成
二
十
三
年
の
物
価
指
数
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費

成
二
十
三
年
の
物
価
指
数
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費

者
物
価
指
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
平
成
十
五
年
の
物

者
物
価
指
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
平
成
十
五
年
の
物

価
指
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
率
に
〇
・
九
九
二
を
乗
じ
て
得
た
率

価
指
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
率
に
〇
・
九
九
二
を
乗
じ
て
得
た
率

に
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
〇
・
九
七
一

若
し
く
は
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
四

を
超
え
る
場
合
に
は
、
〇
・
九
七
一
と
す
る
。
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十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
及
び
第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
若
し
く

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
評
価
率
を

改
定
す
る
際
に
基
準
と
さ
れ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定

め
る
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
〇
・
九
七
一
を
超
え
る
場
合
に
は
、
〇

・
九
七
一
と
す
る
。

２

平
成
二
十
六
年
度
以
降
の
年
度
に
お
け
る
改
定
率
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度

２

平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
年
度
に
お
け
る
改
定
率
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度

に
お
け
る
改
定
率
に
、
当
該
年
度
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
三
条
の

に
お
け
る
改
定
率
に
、
当
該
年
度
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
三
条
の

二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

又
は
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
及
び
第
四
十
三
条
の
五
第
一

又
は
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
及
び
第
四
十
三
条
の
五
第
一

項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再

項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再

評
価
率
を
改
定
す
る
際
に
基
準
と
さ
れ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て

評
価
率
を
改
定
す
る
際
に
基
準
と
さ
れ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て

政
令
で
定
め
る
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
〇
・
九
七
一
を
超
え
る
場
合

政
令
で
定
め
る
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
〇
・
九
七
一
を
超
え
る
場
合

に
は
、
〇
・
九
七
一
と
す
る
。

に
は
、
〇
・
九
七
一
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

第
三
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

律
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
法
に
よ
る

附
則
第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
法
に
よ
る

年
金
で
あ
る
給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項

年
金
で
あ
る
給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項

中
「
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

中
「
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
け
る
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

お
け
る
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る

給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
四
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

第
四
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
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は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
物
価

の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
物
価

指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は

指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は

、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
当
該
物
価
指
数
を
下
回
る
に

、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
当
該
物
価
指
数
を
下
回
る
に

至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項

至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項

の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の

の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の

低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民

低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い

う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政

う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ

令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、

て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下

〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該

回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の

改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る

規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政

の
は
「
〇
・
九
七
八
を
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（

令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」

こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が

と
、
「
〇
・
九
八
八
（
物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率

行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の

そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が

物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、

行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の

〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該

は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国

年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な

律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に

る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回

規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
号
の
規

成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令

定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令

で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、
〇

で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

・
九
八
一
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改

定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
す
る
。
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附
則
第
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
額

附
則
第
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
額

の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正

の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正

法
附
則
第
二
条
第
六
号
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
昭
和

法
附
則
第
二
条
第
六
号
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金

で
あ
る
給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

で
あ
る
給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
五
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

第
五
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定

の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の

に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の

前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四

前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四

月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き

月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き

は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七

は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八

八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二

十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二

十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九

十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九

九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い

九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と

て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の

し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月

改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」

以
後
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は

と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
を
」
と
す
る
。

、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」

と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」
と
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
「
を
下

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
「
を
下

回
る
」
を
「
以
下
と
な
る
」
に
、
「
同
条
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
、
「
こ
の
項

回
る
」
を
「
以
下
と
な
る
」
に
、
「
同
条
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
、
「
こ
の
項

」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
」
を
、
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
平
成

」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
」
を
、
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
平
成
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二
十
六
年
度
ま
で
の
間
は
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
四
条
」
を
「
附

二
十
五
年
度
ま
で
の
間
は
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
四
条
」
を
「
附

則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条

則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次

第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
再
評
価
率
等
の
改
定
等
の
特
例
）

（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
再
評
価
率
等
の
改
定
等
の
特
例
）

第
七
条
の
二

平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
、
受
給
権
者
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲

第
七
条
の
二

平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
、
受
給
権
者
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲

げ
る
指
数
が
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
以
下
と
な
る
区
分
に
属
す
る
も
の
に
適
用

げ
る
指
数
が
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
以
下
と
な
る
区
分
に
属
す
る
も
の
に
適
用

さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
法
第
七
十
二
条
の
五
及
び
第
七
十
二
条
の
六
の
規
定
は
、
適
用
し
な

改
正
後
の
法
第
七
十
二
条
の
五
及
び
第
七
十
二
条
の
六
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

い
。

一

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
七
十

一

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
七
十

七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
九

七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
九

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
の
二
第
二
項
第
二
号
及

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
の
二
第
二
項
第
二
号
及

び
第
三
項
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
二
年
改
正
法
附

び
第
三
項
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
二
年
改
正
法
附

則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
（
第
一
条
の
規
定
に
よ

則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
（
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
法
第
七
十
二
条
の
五
及
び
第
七
十
二
条
の
六
の
規
定
の
適
用
が

る
改
正
後
の
法
第
七
十
二
条
の
五
及
び
第
七
十
二
条
の
六
の
規
定
の
適
用
が

な
い
も
の
と
し
て
改
定
し
、
又
は
設
定
し
た
再
評
価
率
又
は
従
前
額
改
定
率

な
い
も
の
と
し
て
改
定
し
、
又
は
設
定
し
た
再
評
価
率
又
は
従
前
額
改
定
率

を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。
）
の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
政

を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。
）
の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
指
数

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
指
数

二

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
附
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

二

平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
附
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

ら
れ
た
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

た
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
二
年
改
正
法
の
規
定
に
よ
り

た
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
二
年
改
正
法
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
の
規
定
に
よ
り
算
定

読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
金
額
の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
金
額
の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
指
数

し
た
指
数

２

受
給
権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

２

受
給
権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
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指
数
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
を
上
回
り
、
か
つ
、
調
整
率
が
同
項
第
一

指
数
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
を
上
回
り
、
か
つ
、
調
整
率
が
同
項
第
一

号
に
掲
げ
る
指
数
に
対
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
の
比
率
を
下
回
る
区

号
に
掲
げ
る
指
数
に
対
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
の
比
率
を
下
回
る
区

分
に
属
す
る
も
の
に
適
用
さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
対
す
る
法

分
に
属
す
る
も
の
に
適
用
さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
対
す
る
法

第
七
十
二
条
の
五
及
び
第
七
十
二
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

第
七
十
二
条
の
五
及
び
第
七
十
二
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

比
率
を
調
整
率
と
み
な
す
。

比
率
を
調
整
率
と
み
な
す
。

附
則
第
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五

附
則
第
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五

年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五
年

年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五
年

度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年

度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年

度
に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の

度
に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の

特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
第
四
条
第
一
項
の
規

特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の

定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の

と
す
る
」
に
改
め
る
。

と
す
る
」
に
改
め
る
。

（
略
）

（
略
）

附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
存
続
組
合
（
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の

附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
存
続
組
合
（
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
お
け
る
存
続
組
合
（
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

各
年
度
に
お
け
る
存
続
組
合
（
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
存
続
組
合
が
支
給
す
る

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
存
続
組
合
が
支
給
す
る

特
例
年
金
給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

特
例
年
金
給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
二
十
五
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け

第
二
十
五
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第

る
の
は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第

二
項
の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

二
項
の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と

物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と

き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
当
該
物
価
指
数
を
下
回

き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
当
該
物
価
指
数
を
下
回

る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ

る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ

の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に

の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に

そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（

そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
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国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率

を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し

を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に

て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以

あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一

後
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、

を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の

当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と

項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当

あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
を
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
物
価
指
数
が
平
成
十
五

該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一

年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改

を
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ

定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て

る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年

は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改

）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以

定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ

後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、

る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（

正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六

の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準

年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七

と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を

条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一

下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
号

（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て

の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該

政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後

政
令
で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当

該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

第
四
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五

附
則
第
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五

年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五
年

年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五
年

度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年

度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年

度
に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の

度
に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
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特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
第
四
条
第
一
項
の
規

特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の

定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の

と
す
る
」
に
改
め
る
。

と
す
る
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

第
五
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
通
算
遺
族
年
金
」
の
下
に
「
（
以
下
「
旧
共
済
法
に

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
通
算
遺
族
年
金
」
の
下
に
「
（
以
下
「
旧
共
済
法
に

よ
る
年
金
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

よ
る
年
金
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
法
に
よ
る

附
則
第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
法
に
よ
る

年
金
で
あ
る
給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項

年
金
で
あ
る
給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項

中
「
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

中
「
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
け
る
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

お
け
る
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る

給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
四
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

第
四
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
物
価

の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
物
価

指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は

指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は

、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
当
該
物
価
指
数
を
下
回
る
に

、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
当
該
物
価
指
数
を
下
回
る
に

至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項

至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
項

の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の

の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の

低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民

低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
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う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政

う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ

令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、

て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下

〇
・
九
七
八
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該

回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
項
の

改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る

規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政

の
は
「
〇
・
九
七
八
を
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（

令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」

こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が

と
、
「
〇
・
九
八
八
（
物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率

行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の

そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が

物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、

行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の

〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該

は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
（
当
該

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国

年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な

律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に

る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回

規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
一
（
平

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
号
の
規

成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令

定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令

で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、
〇

で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

・
九
八
一
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改

物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と

定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
（
第
七
十
四
条

き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）
の
当
該
物
価
指
数
を
下
回

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る

る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ

率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の
前
年
）

の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に

の
当
該
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四
月

そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（

以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第

、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率

（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し

六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二
十

て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以

七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九
九

後
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、

一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
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当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以

後
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、

当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
す
る
。

附
則
第
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
額

附
則
第
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
額

の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正

の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正

法
附
則
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
、
通
産
退
職
年

法
附
則
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
、
通
産
退
職
年

金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
又
は
通
産
遺
族
年
金
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で

金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
又
は
通
産
遺
族
年
金
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
お
け
る
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
」
に
、
「
同
号
に
規
定
す
る
退
職
年

の
各
年
度
に
お
け
る
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
」
に
、
「
同
号
に
規
定
す
る
退
職
年

金
、
減
額
退
職
年
金
、
通
産
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
又
は
通
産
遺
族

金
、
減
額
退
職
年
金
、
通
産
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
又
は
通
産
遺
族

年
金
」
を
「
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

年
金
」
を
「
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

る
。

（
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金

（
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金

で
あ
る
給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

で
あ
る
給
付
の
額
の
算
定
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
五
条
の
二

平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

第
五
条
の
二

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
前

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

は
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定

の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
八
（
物
価
指
数
が
平
成
十
五
年
（
こ
の
号
の
規
定

に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の

に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
年
の

前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四

前
年
）
の
物
価
指
数
を
下
回
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
翌
年
の
四

月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き

月
以
後
、
〇
・
九
八
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き

は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七

は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
そ
の
低
下
し
た
比
率
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八

八
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

一
（
当
該
年
度
の
改
定
率
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二

十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
第
二

十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九

十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
い
う
。
）
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇
・
九

九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い

九
一
（
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
九
二
）
を
乗
じ
て
得
た
率
と

て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
、
〇
・
九
七
八
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の

し
て
政
令
で
定
め
る
率
が
一
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
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改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」

以
後
、
〇
・
九
八
一
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
率
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は

と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
七
八
を
」
と
す
る
。

、
当
該
改
定
後
の
率
）
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
」
と
、
「
〇
・
九
八
八
を
」

と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
八
一
を
」
と
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
「
を
下

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
「
を
下

回
る
」
を
「
以
下
と
な
る
」
に
、
「
同
条
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
、
「
こ
の
項

回
る
」
を
「
以
下
と
な
る
」
に
、
「
同
条
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
、
「
こ
の
項

」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
」
を
、
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
平
成

」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
」
を
、
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
平
成

二
十
六
年
度
ま
で
の
間
は
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
四
条
」
を
「
附

二
十
五
年
度
ま
で
の
間
は
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
四
条
」
を
「
附

則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条

則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次

第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
再
評
価
率
等
の
改
定
等
の
特
例
）

（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
再
評
価
率
等
の
改
定
等
の
特
例
）

第
七
条
の
二

平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
、
受
給
権
者
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲

第
七
条
の
二

平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
、
受
給
権
者
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲

げ
る
指
数
が
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
以
下
と
な
る
区
分
に
属
す
る
も
の
に
適
用

げ
る
指
数
が
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
以
下
と
な
る
区
分
に
属
す
る
も
の
に
適
用

さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
法
第
四
十
四
条
の
四
及
び
第
四
十
四
条
の
五
の
規
定
は
、
適
用
し
な

改
正
後
の
法
第
四
十
四
条
の
四
及
び
第
四
十
四
条
の
五
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

い
。

一

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
七
十

一

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
七
十

九
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
九
条
の
二
第
一

九
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
九
条
の
二
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
又

項
及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
又

は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
二
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条

は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
二
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

法
第
四
十
四
条
の
四
及
び
第
四
十
四
条
の
五
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と

法
第
四
十
四
条
の
四
及
び
第
四
十
四
条
の
五
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と

し
て
改
定
し
、
又
は
設
定
し
た
再
評
価
率
又
は
従
前
額
改
定
率
を
基
礎
と
し

し
て
改
定
し
、
又
は
設
定
し
た
再
評
価
率
又
は
従
前
額
改
定
率
を
基
礎
と
し

て
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。
）
の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

て
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。
）
の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
指
数

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
指
数

二

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
附
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

二

平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
附
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え



- 27 -

ら
れ
た
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

ら
れ
た
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

た
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
二
年
改
正
法
の
規
定
に
よ
り

た
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
二
年
改
正
法
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
の
規
定
に
よ
り
算
定

読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
金
額
の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
金
額
の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
指
数

し
た
指
数

２

受
給
権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

２

受
給
権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

指
数
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
を
上
回
り
、
か
つ
、
調
整
率
が
同
項
第
一

指
数
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
を
上
回
り
、
か
つ
、
調
整
率
が
同
項
第
一

号
に
掲
げ
る
指
数
に
対
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
の
比
率
を
下
回
る
区

号
に
掲
げ
る
指
数
に
対
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
数
の
比
率
を
下
回
る
区

分
に
属
す
る
も
の
に
適
用
さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
対
す
る
第

分
に
属
す
る
も
の
に
適
用
さ
れ
る
再
評
価
率
等
の
改
定
又
は
設
定
に
対
す
る
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
四
十
四
条
の
四
及
び
第
四
十
四
条
の
五
の

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
四
十
四
条
の
四
及
び
第
四
十
四
条
の
五
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
比
率
を
調
整
率
と
み
な
す
。

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
比
率
を
調
整
率
と
み
な
す
。

（
略
）

（
略
）

（
児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
額
等
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法

（
児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
額
等
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法

律
の
一
部
改
正
）

律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
額
等
の
改
定
の
特
例
に
関
す

第
六
条

児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
額
等
の
改
定
の
特
例
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
中
「
平
成
十
七
年
四
月
以
降
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
か
ら
平
成
二

第
一
項
中
「
平
成
十
七
年
四
月
以
降
」
を
「
平
成
二
十
四
年
十
月
か
ら
平
成
二

十
七
年
三
月
ま
で
」
に
改
め
、
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
六
年
三
月
ま
で
」
に
改
め
、
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

児
童
扶
養
手

四
万
千
百

四
万
千
四
百
三
十
円
（
四
万
千
四
百
三
十
円
（

児
童
扶
養
手

四
万
千
百

四
万
千
五
百
五
十
円
（
四
万
千
五
百
五
十
円
（

当
法
第
五
条

円

こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た

当
法
第
五
条

円

こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た

第
一
項

と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以
下
同

第
一
項

と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以
下
同

じ
。
）
に
物
価
変
動
率
（
当
該
年
度
の
初
日
の

じ
。
）
に
物
価
変
動
率
（
当
該
年
度
の
初
日
の

属
す
る
年
の
前
々
年
の
物
価
指
数
（
総
務
省
に

属
す
る
年
の
前
々
年
の
物
価
指
数
（
総
務
省
に

お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価

お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
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指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
当
該

指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
当
該

年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
物
価
指
数

年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
物
価
指
数

の
比
率
を
い
う
。
）
及
び
〇
・
九
九
三
を
乗
じ

の
比
率
を
い
う
。
）
及
び
〇
・
九
九
四
を
乗
じ

て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
が

て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
が

四
万
千
四
百
三
十
円
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て

四
万
千
五
百
五
十
円
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て

は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
（
当
該
年
度
が
平
成

は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
（
当
該
年
度
が
平
成

二
十
六
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
平
成

二
十
五
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
平
成

二
十
六
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令
で
定
め
る

二
十
五
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令
で
定
め
る

額
）

額
）

特
別
児
童
扶

三
万
三
千

三
万
三
千
五
百
七
十
円
（
三
万
三
千
五
百
七
十

特
別
児
童
扶

三
万
三
千

三
万
三
千
六
百
七
十
円
（
三
万
三
千
六
百
七
十

養
手
当
等
の

三
百
円

円
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

養
手
当
等
の

三
百
円

円
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

支
給
に
関
す

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

支
給
に
関
す

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

る
法
律
第
四

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
（
当
該
年
度
の
初

る
法
律
第
四

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
（
当
該
年
度
の
初

条

日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
物
価
指
数
（
総
務

条

日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
物
価
指
数
（
総
務

省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者

省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者

物
価
指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る

物
価
指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
物
価

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
物
価

指
数
の
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
〇

指
数
の
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
〇

・
九
九
三
を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政

・
九
九
四
を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政

令
で
定
め
る
額
が
三
万
三
千
五
百
七
十
円
を
下

令
で
定
め
る
額
が
三
万
三
千
六
百
七
十
円
を
下

回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月

回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月

（
当
該
年
度
が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ
る
場
合

（
当
該
年
度
が
平
成
二
十
五
年
度
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）
以
降
、

に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
）
以
降
、

当
該
政
令
で
定
め
る
額
）

当
該
政
令
で
定
め
る
額
）
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五
万
円

五
万
四
百
円
（
五
万
四
百
円
（
こ
の
条
の
規
定

五
万
円

五
万
五
百
五
十
円
（
五
万
五
百
五
十
円
（
こ
の

に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該

条
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き

改
定
後
の
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
物
価

は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。

変
動
率
及
び
〇
・
九
九
三
を
乗
じ
て
得
た
額
を

）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
四
を
乗
じ
て

基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
が
五
万
四
百
円

得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
が
五

を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年

万
五
百
五
十
円
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、

十
月
（
当
該
年
度
が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ
る

平
成
二
十
四
年
十
月
（
当
該
年
度
が
平
成
二
十

場
合
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）
以

五
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十

降
、
当
該
政
令
で
定
め
る
額
）

五
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令
で
定
め
る
額
）

特
別
児
童
扶

一
万
四
千

一
万
四
千
二
百
八
十
円
（
一
万
四
千
二
百
八
十

特
別
児
童
扶

一
万
四
千

一
万
四
千
三
百
三
十
円
（
一
万
四
千
三
百
三
十

養
手
当
等
の

百
七
十
円

円
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

養
手
当
等
の

百
七
十
円

円
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

支
給
に
関
す

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

支
給
に
関
す

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

る
法
律
第
十

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
三

る
法
律
第
十

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
四

八
条

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め

八
条

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め

る
額
が
一
万
四
千
二
百
八
十
円
を
下
回
る
場
合

る
額
が
一
万
四
千
三
百
三
十
円
を
下
回
る
場
合

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
（
当
該
年

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
（
当
該
年

度
が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

度
が
平
成
二
十
五
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

で
定
め
る
額
）

で
定
め
る
額
）

特
別
児
童
扶

二
万
六
千

二
万
六
千
二
百
六
十
円
（
二
万
六
千
二
百
六
十

特
別
児
童
扶

二
万
六
千

二
万
六
千
三
百
四
十
円
（
二
万
六
千
三
百
四
十

養
手
当
等
の

五
十
円

円
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

養
手
当
等
の

五
十
円

円
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

支
給
に
関
す

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

支
給
に
関
す

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

る
法
律
第
二

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
三

る
法
律
第
二

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
四

十
六
条
の
三

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め

十
六
条
の
三

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
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る
額
が
二
万
六
千
二
百
六
十
円
を
下
回
る
場
合

る
額
が
二
万
六
千
三
百
四
十
円
を
下
回
る
場
合

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
（
当
該
年

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
（
当
該
年

度
が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

度
が
平
成
二
十
五
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

で
定
め
る
額
）

で
定
め
る
額
）

昭
和
六
十
年

一
万
四
千

一
万
四
千
二
百
八
十
円
（
一
万
四
千
二
百
八
十

昭
和
六
十
年

一
万
四
千

一
万
四
千
三
百
三
十
円
（
一
万
四
千
三
百
三
十

国
民
年
金
等

百
七
十
円

円
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

国
民
年
金
等

百
七
十
円

円
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

改
正
法
附
則

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

改
正
法
附
則

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

第
九
十
七
条

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
（
当
該
年
度
の
初

第
九
十
七
条

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
（
当
該
年
度
の
初

第
二
項
に
お

日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
物
価
指
数
（
総
務

第
二
項
に
お

日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
物
価
指
数
（
総
務

い
て
準
用
す

省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者

い
て
準
用
す

省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者

る
特
別
児
童

物
価
指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る

る
特
別
児
童

物
価
指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る

扶
養
手
当
等

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
物
価

扶
養
手
当
等

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
物
価

の
支
給
に
関

指
数
の
比
率
を
い
う
。
）
及
び
〇
・
九
九
三
を

の
支
給
に
関

指
数
の
比
率
を
い
う
。
）
及
び
〇
・
九
九
四
を

す
る
法
律
第

乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る

す
る
法
律
第

乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る

十
八
条

額
が
一
万
四
千
二
百
八
十
円
を
下
回
る
場
合
に

十
八
条

額
が
一
万
四
千
三
百
三
十
円
を
下
回
る
場
合
に

お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
（
当
該
年
度

お
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
（
当
該
年
度

が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

が
平
成
二
十
五
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
平
成
二
十
六
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令
で

、
平
成
二
十
五
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令
で

定
め
る
額
）

定
め
る
額
）

原
子
爆
弾
被

十
三
万
五

十
三
万
六
千
四
百
八
十
円
（
十
三
万
六
千
四
百

原
子
爆
弾
被

十
三
万
五

十
三
万
六
千
八
百
九
十
円
（
十
三
万
六
千
八
百

爆
者
に
対
す

千
四
百
円

八
十
円
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が

爆
者
に
対
す

千
四
百
円

九
十
円
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が

る
援
護
に
関

行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る

る
援
護
に
関

行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る

す
る
法
律
第

。
以
下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
（
当
該
年
度

す
る
法
律
第

。
以
下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
（
当
該
年
度
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二
十
四
条
第

の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
物
価
指
数
（

二
十
四
条
第

の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
物
価
指
数
（

三
項

総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消

三
項

総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消

費
者
物
価
指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対

費
者
物
価
指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対

す
る
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の

す
る
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の

物
価
指
数
の
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

物
価
指
数
の
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
〇
・
九
九
三
を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し

び
〇
・
九
九
四
を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し

て
政
令
で
定
め
る
額
が
十
三
万
六
千
四
百
八
十

て
政
令
で
定
め
る
額
が
十
三
万
六
千
八
百
九
十

円
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五

円
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
四

年
十
月
（
当
該
年
度
が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ

年
十
月
（
当
該
年
度
が
平
成
二
十
五
年
度
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
）

以
降
、
当
該
政
令
で
定
め
る
額
）

以
降
、
当
該
政
令
で
定
め
る
額
）

原
子
爆
弾
被

五
万
円

五
万
四
百
円
（
五
万
四
百
円
（
こ
の
項
の
規
定

原
子
爆
弾
被

五
万
円

五
万
五
百
五
十
円
（
五
万
五
百
五
十
円
（
こ
の

爆
者
に
対
す

に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該

爆
者
に
対
す

項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き

る
援
護
に
関

改
定
後
の
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
物
価

る
援
護
に
関

は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。

す
る
法
律
第

変
動
率
及
び
〇
・
九
九
三
を
乗
じ
て
得
た
額
を

す
る
法
律
第

）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
四
を
乗
じ
て

二
十
五
条
第

基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
が
五
万
四
百
円

二
十
五
条
第

得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
が
五

三
項

を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年

三
項

万
五
百
五
十
円
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、

十
月
（
当
該
年
度
が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ
る

平
成
二
十
四
年
十
月
（
当
該
年
度
が
平
成
二
十

場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）
以

五
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十

降
、
当
該
政
令
で
定
め
る
額
）

五
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令
で
定
め
る
額
）

原
子
爆
弾
被

四
万
六
千

四
万
六
千
九
百
七
十
円
（
四
万
六
千
九
百
七
十

原
子
爆
弾
被

四
万
六
千

四
万
七
千
百
十
円
（
四
万
七
千
百
十
円
（
こ
の

爆
者
に
対
す

六
百
円

円
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

爆
者
に
対
す

六
百
円

項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
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る
援
護
に
関

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

る
援
護
に
関

は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。

す
る
法
律
第

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
三

す
る
法
律
第

）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
四
を
乗
じ
て

二
十
六
条
第

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め

二
十
六
条
第

得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
が
四

三
項

る
額
が
四
万
六
千
九
百
七
十
円
を
下
回
る
場
合

三
項

万
七
千
百
十
円
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
は
、

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
（
当
該
年

平
成
二
十
四
年
十
月
（
当
該
年
度
が
平
成
二
十

度
が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

五
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十

は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

五
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令
で
定
め
る
額
）

で
定
め
る
額
）

原
子
爆
弾
被

三
万
三
千

三
万
三
千
五
百
七
十
円
（
三
万
三
千
五
百
七
十

原
子
爆
弾
被

三
万
三
千

三
万
三
千
六
百
七
十
円
（
三
万
三
千
六
百
七
十

爆
者
に
対
す

三
百
円

円
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

爆
者
に
対
す

三
百
円

円
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

る
援
護
に
関

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

る
援
護
に
関

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

す
る
法
律
第

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
三

す
る
法
律
第

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
四

二
十
七
条
第

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め

二
十
七
条
第

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め

四
項

る
額
が
三
万
三
千
五
百
七
十
円
を
下
回
る
場
合

四
項

る
額
が
三
万
三
千
六
百
七
十
円
を
下
回
る
場
合

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
（
当
該
年

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
（
当
該
年

度
が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

度
が
平
成
二
十
五
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

で
定
め
る
額
）

で
定
め
る
額
）

原
子
爆
弾
被

一
万
六
千

一
万
六
千
八
百
三
十
円
（
一
万
六
千
八
百
三
十

原
子
爆
弾
被

一
万
六
千

一
万
六
千
八
百
八
十
円
（
一
万
六
千
八
百
八
十

爆
者
に
対
す

七
百
円

円
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

爆
者
に
対
す

七
百
円

円
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

る
援
護
に
関

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

る
援
護
に
関

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

す
る
法
律
第

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
三

す
る
法
律
第

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
四

二
十
八
条
第

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め

二
十
八
条
第

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め

三
項

る
額
が
一
万
六
千
八
百
三
十
円
を
下
回
る
場
合

三
項

る
額
が
一
万
六
千
八
百
八
十
円
を
下
回
る
場
合
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に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
（
当
該
年

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
（
当
該
年

度
が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

度
が
平
成
二
十
五
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

で
定
め
る
額
）

で
定
め
る
額
）

三
万
三
千

三
万
三
千
五
百
七
十
円
（
三
万
三
千
五
百
七
十

三
万
三
千

三
万
三
千
六
百
七
十
円
（
三
万
三
千
六
百
七
十

三
百
円

円
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

三
百
円

円
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
改
定
が
行
わ

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
後
の
額
と
す
る
。
以

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
三

下
同
じ
。
）
に
物
価
変
動
率
及
び
〇
・
九
九
四

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め

を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め

る
額
が
三
万
三
千
五
百
七
十
円
を
下
回
る
場
合

る
額
が
三
万
三
千
六
百
七
十
円
を
下
回
る
場
合

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
（
当
該
年

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
（
当
該
年

度
が
平
成
二
十
六
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

度
が
平
成
二
十
五
年
度
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
）
以
降
、
当
該
政
令

で
定
め
る
額
）

で
定
め
る
額
）

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
又
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
又
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る

た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号

た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号

）
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

）
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定

公
布
の
日

一

附
則
第
七
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
公
的
年
金
制
度
の
財
政

基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅

い
日
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二

附
則
第
八
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
被
用
者
年
金
制
度
の
一

元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

二

第
一
条
中
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
七
条
の
前
の
見

三

第
一
条
中
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
七
条
の
前
の
見

出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規

出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規

定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
八
条
に
見
出
し
を

定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
八
条
に
見
出
し
を

付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
二
十
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し

改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
二
十
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し

を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え

を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
二
十
八
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条

る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
二
十
八
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条

第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第

第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第

二
十
九
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条

二
十
九
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
前
の
見
出
し

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
前
の
見
出
し

を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、

を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、

同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
五
十
三
条
に
見
出
し
を

同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
五
十
三
条
に
見
出
し
を

付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
五
十
四
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第

改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
五
十
四
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第

一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
条
の
規

一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
条
の
規

定
、
第
三
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

定
、
第
三
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第

四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第

一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
五

一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
五

条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に

条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
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条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第

四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第

四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第

一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
五

一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
五

条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に

条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
附
則
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に

条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に

第
六
条
の
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
の
規
定

平
成
二
十
五
年

第
六
条
の
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
の
規
定

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

十
月
一
日

（
国
民
年
金
法
等
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
国
民
年
金
法
等
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
七
条
の
二
、
第
八
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の
二
、
第
二
十
八
条
の
二
、

律
附
則
第
七
条
の
二
、
第
八
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の
二
、
第
二
十
八
条
の
二
、

第
二
十
九
条
の
二
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
三
条
の
二
及
び
第
五
十
四
条
の

第
二
十
九
条
の
二
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
三
条
の
二
及
び
第
五
十
四
条
の

二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
以
後
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
国
民
年
金

二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
以
後
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
国
民
年
金

法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
（
付
加
年
金

法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
（
付
加
年
金

を
除
く
。
）
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

を
除
く
。
）
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」

三
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
、
厚
生
年
金

と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
、
厚
生
年
金

保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
、
昭

保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
、
昭

和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
年
金
た
る
保
険
給
付
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組

る
年
金
た
る
保
険
給
付
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組

合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る

合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る

等
の
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
十
三
年
統
合
法
」
と
い
う

等
の
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
十
三
年
統
合
法
」
と
い
う

。
）
附
則
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
、
平
成

。
）
附
則
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
、
平
成

十
三
年
統
合
法
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
障
害
農
林
年
金
並
び

十
三
年
統
合
法
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
障
害
農
林
年
金
並
び

に
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
遺
族
農
林
年

に
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
遺
族
農
林
年
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金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
民
年
金
法
等
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
等
」
と
い

金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
民
年
金
法
等
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
等
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
国
民
年
金
法
等

う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
国
民
年
金
法
等

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
例
退
職
共
済
年
金
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
特
例
退
職
共
済
年
金
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

平
成
二
十
五
年
十
月
前
の
月
分
の
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
三
十
一
条

第
三
条

平
成
二
十
四
年
十
月
前
の
月
分
の
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
三
十
一
条

か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
に
お
い
て
規
定
す
る
特
例
退
職
共
済
年
金
、
特
例
障
害
共

か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
に
お
い
て
規
定
す
る
特
例
退
職
共
済
年
金
、
特
例
障
害
共

済
年
金
、
特
例
遺
族
共
済
年
金
、
特
例
退
職
年
金
、
特
例
減
額
退
職
年
金
、
特
例

済
年
金
、
特
例
遺
族
共
済
年
金
、
特
例
退
職
年
金
、
特
例
減
額
退
職
年
金
、
特
例

障
害
年
金
、
特
例
遺
族
年
金
及
び
特
例
老
齢
農
林
年
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は

障
害
年
金
、
特
例
遺
族
年
金
及
び
特
例
老
齢
農
林
年
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置

）

）

第
四
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を

第
四
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
の
二
、
第
五
条
の
二
及
び
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定

改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
の
二
、
第
五
条
の
二
及
び
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定

は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
以
後
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
国
家
公
務
員
共
済
組

は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
以
後
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
、
国
家

合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
、
国
家

公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五

公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五

号
）
附
則
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
及
び

号
）
附
則
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
及
び

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）

附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
年
金
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
年
金
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
等
」
と
い
う
。
）
に
つ

「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
等
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等

い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等

に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措

置
）

置
）

第
五
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部

第
五
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
の
二
及
び
第
五
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
の
二
及
び
第
五
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
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年
十
月
以
後
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三

年
十
月
以
後
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三

十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
及
び
地
方
公
務
員
等
共

十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
及
び
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第

済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第

二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
、
通
算
退
職
年
金
、
障
害

二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
、
通
算
退
職
年
金
、
障
害

年
金
、
遺
族
年
金
又
は
通
算
遺
族
年
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
公
務
員

年
金
、
遺
族
年
金
又
は
通
算
遺
族
年
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
公
務
員

等
共
済
組
合
法
等
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し

等
共
済
組
合
法
等
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し

、
同
月
前
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
に
よ
る
年

、
同
月
前
の
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
に
よ
る
年

金
で
あ
る
給
付
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

金
で
あ
る
給
付
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
児
童
扶
養
手
当
法
等
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
児
童
扶
養
手
当
法
等
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

平
成
二
十
五
年
十
月
前
の
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法

第
六
条

平
成
二
十
四
年
十
月
前
の
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法

律
第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

律
第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養

手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
福
祉
手
当
並
び
に
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る

九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
福
祉
手
当
並
び
に
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る

援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
医
療
特
別
手
当
、

援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
医
療
特
別
手
当
、

特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
及
び
保
健
手
当
に
つ
い
て

特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
及
び
保
健
手
当
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


